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構造改革特別区域法の一部を改正する法律案に対する附帯決議 

 
 
 政府は、本法の施行に当たっては、次の事項について十分配慮すべきである。 
 
一 特定埋立地に係る所有権移転制限期間等短縮事業に係る構造改革特別区域

計画の認定は、公有水面の埋立てが極めて公益性の高いものであることを踏

まえ、適正に行うこと。 
 
二 株式会社及び特定非営利法人による学校の設置・運営については、教育基

本法の精神及び学校教育法の趣旨を尊重するものとし、特に、株式会社の経

営の状況の悪化等により、学生、生徒等の適切な修学が損なわれることのな

いよう万全を期すこと。 
 

三 地方公共団体等から追加提案された規制の特例措置については、政府部内

における調整状況等を公開し、規制の特例措置の可否の決定過程を明らかに

すること。 


